
寄居町及び各小中学校の取組 
〇寄居町による支援 
・会計年度任用職員（学習サポーター、介助サポーター、スクール・サポート・スタッフ、部活動 

指導員等）が近隣の市町に比べて手厚く配置されている。 

・タブレット端末を活用して、学校評価等、各アンケート調査を実施することで集計事務の大幅 

な軽減が図られた。 

・児童生徒の出欠席の連絡等を電話や連絡帳を使わずに、１０月から導入された保護者連絡ツー 

 ルを積極的に活用し、出欠席連絡やメール配信等の効率化を図った。 

・保護者に対して電話対応時間を周知した。 

・小学校における教科担任制を積極的に推進している。 

・学校応援団の方々に、児童生徒の見守り、学校の環境整備、児童生徒の学習支援をお願いしてい 

る。 

〇年間計画、日課の見直し等 

・年間授業時数を再点検して、授業時数を削減した。 

・学校行事を教育効果、教職員の働き方改革といった観点から精選した。 

・ＰＴＡ組織、役員会の開催方法等を見直した。 

・中学校において、定期テスト日を特別日課として、定期テストの成績処理の時間を確保した。 

・学期始めや学期末の数日を特別日課にすることで、学期末における事務処理の時間を確保した。 

・毎月末に特別日課を設定して、月末に集中する事務の処理時間を確保した。 
・部活動ガイドラインを遵守させ、大会１か月前以外は朝の練習を禁止にしている。 

・見通しをもって職務を遂行できるように、早めに行事計画等を示した。 

・ノー残業デー、ふれあいデーを設定している。 

・朝学習の時間、清掃を見直すことで、放課後に行う教材研究等の時間を確保した。 
〇勤務時間の把握と改善等 
・出退勤システムを活用して職員の勤務状況を把握している。 

・月末に超過勤務時間を個々に示し、自らを振り返る機会を設定している。 

・職員の勤務時間を集計し、長時間勤務の兆候のある職員に対して個別に指導している。 

・個々の教職員が自分の退勤予定時刻を明示する「帰るボード」を設置している。 

・計画的な年次休暇の取得を推進している。年次休暇を取得する場合には、補欠授業が自習では 

なく、授業を進めるように計画している。 

〇会議の見直し 

・職員会議で協議する議題を見直すことにより、会議の回数、時間を削減した。 

・職員会議等のペーパーレス化により資料を準備する時間を短縮した。 

・ハイパーリンクの活用による各種連絡の効率化を図った。 

・週報に提出、報告の期日を示し、見通しをもって取り組めるようにしている。 

・会議のタイムスケジュールを設定して、速やかな進行、協議に努めている。 

〇その他の方策 

・諸表簿を簡略化する。（学級経営案→自己評価シート、通知表の１・２学期所見なし） 

・過去に作成した資料をデータベース化することにより、業務効率を向上させている。 

・かえる会議（全教職員によるワークショップ型の会議）を実施している。 

  



文部科学大臣メッセージ 

～子供たちのための学校の働き方改革 できることを直ちに、一緒に～ 
 

学校における働き方改革「元年」と言える 2019年から約４年、皆様のご尽力のおかげで、教員

勤務実態調査では在校等時間が減少しましたが、依然として長時間勤務の教師が多い実態も明らか

になっています。この改革の目的は、働き方の改善により教師が学ぶ時間を確保し自らの授業を磨

くこと等を通じて、子供たちにより良い教育を存分に行うことができるようにすることです。今後

は、2024 年度からの３年間を集中改革期間とし、政府全体として質の高い公教育の再生に向け、

働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実を一体的に進めていきますが、教師を取り巻く環境

をより良いものとすることは待ったなしであるため、直ちにできることに関し、文部科学大臣とし

てメッセージをお伝えします。 
 

１．国が先頭に立って改革を進めます 

教師を取り巻く環境整備の加速化に向け、これまで以上に力強く教育予算を確保します。教師の

処遇については、約 50年ぶりの抜本的改善に向け今後議論を深めていきますが、今からすぐ取り

組めることとして、大幅な教職員定数の改善や支援スタッフの大胆な配置充実、教師のなり手の確

保に向けた取組を進めます。 

また、国・地方自治体・各学校が行う業務の精選・見直しを国が率先して示します。今回の中央

教育審議会の提言でも、学校行事の真に必要なものへの精選・・見直し、登校時間の見直し等が例示

されています。「やめようと思っても、様々な理由によりやめられない」との声は私にも届いてい

ますが、働き方改革そしてその先のより良い教育につながる取組は、文部科学省として全力で応援

しますので、このメッセージを業務改善に向けた旗印としてご活用ください。 
 

２．学校・教育委員会は、できることは直ちに実行を 

働き方改革は国だけでは進みません。改めて、一人一人の教師の勤務時間管理及び健康管理、業

務分担の見直し等の責任を有しているのは各校長であり服務を監督する各教育委員会であるとい

うことを、すべての校長先生及び教育長の方々にご確認いただきたいと思います。これまでの取組

で効果の見られた好事例は相当蓄積されており、徹底した実行に移すべき時です。提言では、例え

ば、標準授業時数を大幅に上回っている教育課程編成の見直しをはじめ各主体において求められる

対応が整理されておりますので、各学校の課題を踏まえ、今からできることは直ちに着手いただき

ますよう、お願いします。 
 

３．保護者・地域住民の皆様へ 

デジタル化の進展など急激に変化する時代の中で、今学校は、子供たちが主体的で創造力豊かに

次代を生きる力を育てるため、教育の質の向上に取り組んでいます。教師が教師でなければできな

い業務に集中してこの課題を達成するため、学校・家庭・地域の連携分担や学校の働き方改革が必

要であり、皆様の力がこれまで以上に求められています。更なる連携・協働のためには、国や地方

自治体がメッセージを発するとともに、学校が保護者・地域住民の皆様とより積極的にコミュニケ

ーションを図ることが必要です。その際、業務の優先順位を踏まえた思い切った精選・見直しや教

師と保護者・地域住民の皆様との役割分担の見直し等の相談についても、ご理解とご支援をいただ

ければ幸いです。 

令和５年（2023年）８月 29日 

文部科学大臣 永岡 桂子 



２．学校における働き方改革の実効性の向上等
(1) 地域、保護者、首長部局等との連携協働
 ・学校における働き方改革等を学校運営協議会や総合教育会議で積極的に議題化
 ・保護者等からの過剰な苦情等に対しては、教育委員会等の行政による支援体制を構築
(2)健康及び福祉の確保の徹底
 ・令和元年の給特法改正を踏まえた勤務時間の上限等を定めた「指針」の実効性の向上

 ・メンタルヘルス対策に向けた個別の要因分析や対策の好事例の創出
(3)学校における取組状況の「見える化」に向けた基盤づくり
 ・在校等時間の把握方法等の改めての周知・徹底、各教育委員会等の状況を丁寧に確認

３．持続可能な勤務環境整備等の支援の充実
(1)教職員定数の改善
 ・教師の持ちコマ数の軽減等にも資する小学校高学年の教科担任制の強化などの教職員定数の改善
(2)支援スタッフの配置充実
 ・教員業務支援員の全小・中学校への配置をはじめ、副校長・教頭マネジメント支援員、スクール

 カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学習指導員、部活動指導員などの配置充実
(3)処遇改善
 ・給特法等の法制的な枠組みを含めた具体的な制度設計は、今後、議論を深めていくことを前提と

 しつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先行して、主任手当や管理職手当の額を速やかに改善
(4)教師のなり手の確保
 ・教師のなり手を新たに発掘するための教育委員会と大学・民間企業等との連携・協働による教職

の魅力発信等や、マッチングの効率化や入職前研修等への支援、大学と教育委員会による教員養
 成課程の見直しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に係る速やかな検討を推進

１．学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進
(1) 「学校・教師が担う業務に係る３分類」を徹底するための取組
 ・国、都道府県、市町村、各学校のそれぞれの主体ごとに、具体的な対応策の好事例を横展開
(2) 各学校における授業時数や学校行事の在り方の見直し
 ・全ての学校で授業時数について点検し、特に、標準授業時数を大幅に上回って（年間1,086単位

 時間以上）いる学校は、見直すことを前提に点検を行い、指導体制に見合った計画に見直し
 ・学校行事について、精選・重点化、準備の簡素化・省力化
(3) ICTの活用による校務効率化の推進
 ・学校保護者間の連絡手段のデジタル化などICTの更なる活用、生成AIの校務への活用の推進

教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）【概要】
～教師の専門性の向上と持続可能な教育環境の構築を目指して～

（令和５年８月28日中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会）

○  「教育は人なり」と言われるように、学校教育の成否は教師にかかっている。教師は子供たちの
 成長を直接感じることができる素晴らしい職業

○ 我が国の学校教育の成果は高い専門性と使命感を有する教師の献身的な取組によるもの
○ 教師の時間外在校等時間は一定程度改善したが、依然として、長時間勤務の教師が多い状況であり、

 持続可能な教育環境の構築に向けて、教育に関わる全ての者の総力を結集して取り組む必要
・国、都道府県、市町村、各学校などが自分事としてその権限と責任に基づき主体的に取り組む
・保護者や地域住民、企業など社会全体が一丸となって課題に対応する
○改革の目指すべき方向性は、教師のこれまでの働き方を見直し、子供たちに対してより良い教育を

 行うことができるようにすること。教師が教職生涯を通じて新しい知識・技能等を学び続け、質の
 高い教職員集団を実現していくことは、我が国の学校教育の充実にとって極めて重要

本提言は、できることを直ちに行うという考え方のもと、緊急的に取り組むべき施策を取りまとめ
たものであり、これで終わりではない。今後、制度的な対応が必要な施策を含め、広範多岐にわたる
諮問事項について更に議論を進める予定。

取組の具体策
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